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はじめに

2006年12月13日に国連総会で採択され、2008年5月3日に発効した障がい者権利条約は、21世紀

に入って初めて成立した国際人権条約である。第2次大戦後、1948年に採択された世界人権宣言を出

発点として、国連において多くの人権条約が採択された。世界人権宣言60周年の2008年に障がい者権

利条約が発効したことは、歴史的にも大きな意義をもつものである1。日本も障がい者権利条約の署名

はすでに2007年9月28日にしているが、まだ批准されるには至っておらず、国内法を調整するための

検討作業が続いている段階である2。

ところで、ドイツ基本法第3条第3項第2文は、1994年10月27日、ドイツ再統一後の第42回憲法

改正法律において挿入された条文である。すなわち、「何人も、その障がいを理由として不利益を受け

てはならない。（NiemanddarfwegenseinerBehinderungbenachteiligtwerden.）」という規定である。

本稿では、この規定の制定過程について触れることにする。その際、各州の憲法の動きがあり、基本法

と同様の規定を設けている州が見られることにも言及することにする（I）。また、制定後、連邦憲法裁

判所においてこの条文が初めて問題とされた事例が、障がいのある生徒を特別支援学校に行くよう命じ

た措置に対する憲法異議事件であり、この事件についても検討することにする（II）。この事件のあっ

たニーダーザクセン州の学校法の問題として、統合教育ないしはインクルーシブ教育についても述べる

ことにする（III）。

I．基本法第3条第3項第2文の制定について

I．1 制定前

基本法第3条第3項第1文は、「何人も、その性別、生まれ、人種、言語、故郷及び家柄、その信仰、

宗教上または政治上の見解を理由として、不利益を受け、又は優遇されてはならない。」と規定する。

ここでは、差別禁止の事由の中で、既にこれまでの憲法典の中で取り上げられていたものもあるが、そ

れ以外のものは、それぞれ克服された差別方法からの離反の表現として付け加わえられたものである。

後者の中には、ナチスの人種ファナティズムに対する嫌悪に由来するものもある。この差別事由のカタ

ログは、決して時代に制約されない効力をもつことなく、歴史的に体験した弊害から個々の点に関して

それぞれに生じ、構造的には、拡大することができ、場合によっては拡大を必要としているのである3。

また、ザックスによれば、1949年以来基本法の妥当する連邦共和国が国家ではなかったという。と
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いうのは、その法秩序が障がいの存在による人間の範疇的分類によって規定されていたからで、それは、

以前は宗教と身分によって、一時的には「人種」によって、さらに1949年後かなりの時間（基本法第

117条第1項にもかかわらず、1953年以後も）性別によって規定されていたのと同様であった。むしろ、

弱者の保護への志向のある社会国家においては、最初から、既存の試みに関しても、社会給付制度の範

囲内で、特別の方法により、障がいのある人をその特別の生活状況のなかで手助けする努力があった4。

今回行われた憲法改正の契機は、障がい者に対する不利益規制ではなくて、むしろ障がい者政策の一

般的な不満、さらには社会における障がい者の待遇によっている。両領域の交点にあるのは、障がい者

によって乱された休暇旅行の不備についての判決であり、それは1980年に大センセーションを引き起

こし、基本法第3条第3項に関しても立法者の活動を提案することに導いたのである5。

まず、1982年のドイツ連邦議会で決定がなされ、その決定によって障がい者の状況およびリハビリ

テーションの発展についての連邦政府の報告書を手にすることができた。この政府報告書は、障がい者

の法的・実際の状況とさまざまな生活領域における障がい者の発展を説明し、それ以来3度の報告があっ

た。障がい者の願いを憲法レベルでよりよく際立たせるという差し迫った取り組みに対する外部からの

初期要因として、利害関係者のグループによって取り上げられ、独自のキャンペーンのきっかけとなっ

た、1990年7月のアメリカにおける反差別立法が挙げられる6。

その前にドイツではドイツ民主共和国（DDR）のドイツ社会主義統一党（SED）が崩壊したが、ま

だ存続していた国家の新憲法を求める努力がなされた。1990年4月4日に憲法草案が、若干の西ドイ

ツの憲法学者の助言のもとで活動した、ベルリーン・ニーダーシェーンハウゼンの中央円卓会議の「ド

イツ民主共和国の新憲法」作業グループにより公表された。この草案では、障がい者について若干の文

脈で言及されており、とくに第1条第2項第2文には、「その障がいを理由とする」不利益取扱の禁止

が規定されているが、この禁止は、「何人も、すべての人に等しいものとして認める義務がある」とい

う規定の第1文との関連によると、場合によっては、第三者に対しても、従って他の私人に対しても直

接に拘束力があるといわれている7。

I．2 基本法改正への道

1．円卓会議草案は、ドイツ民主共和国が基本法旧第23条による加入の道をとったのだから、もはや

長くは存在しない国家のために作成された。この加入の準備と実施についてドイツ民主共和国と連邦

共和国との間で結ばれた統一条約第5条において、条約の両当事者である政府は、ドイツ統一に際し

て、提起された基本法の改正または補充についての問題、とくに国家目標規定の承認に2年以内に取

り組むことを、統一ドイツの立法者団体に委ねた。

2．合同憲法委員会の審議は、勧告の中で述べられた一連のテーマ以外の多くの論点にも及び、とくに

障がい者の権利の問題にも及んだ。合同憲法委員会の報告は、問題として、障がいのある人間の編入

が、そのかなりの数に鑑みて、大きな意義を有していることを確認した。この報告は、障がい者を

「多くの社会的・法的分野においてもさらされる、障がいのない人間の差別的反応形態」による不利

益取扱とみている。したがって、「しばしば、適切な教育・労働のチャンスと社会的安全確保」が欠

けていた。合同憲法委員会にとって、障がい者のより良い保護の憲法による保障の問題が出された。

報告は、明確に、州憲法における保護規定に言及している。

決定的な審議・裁決の基礎は、合同憲法委員会の社会民主党のメンバーの提案であり、その文言は、

今日の基本法第3条第3項第2文に一致している。理由付けのために、基本法の一般的平等命令がこ

れまで障がい者の不平等取扱を避けることができなかったということを指摘した。基本法の改正は、

直接には日常生活における差別を何も変えることができないけれども、公衆における明らかな警告と
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して住民の意識の変化にとっての重要なきっかけを作ることに適していると考えられた。基本法第3

条第3項は、ナチス独裁下で迫害されたその他のグループに明確に言及していたが、同様に扱われた

障がい者のグループには言及していなかった。この欠落部分を終わらせることが重要であった。その

場合に、提案された文言によって、法律が障がい者のために決して不可能にされないということが確

保されねばならなかった。

補充の反対者によって、願いを根拠づけることではなくて、ただこれに関する憲法改正の必要性だ

けが否定された。障がい者に対する国家の責任は、現代の社会国家の核心であり、基本法第20条第

1項の社会国家原理について、憲法上十分に保護されている。個々のグループのために詳細な具体化

は、有意義とみなされなかった。それは、その実現の場合に憲法が重大に害されるであろう、他のグ

ループの相応の要求を引き起こすかもしれない。障がい者の願いに言及することは、叶えられない期

待を呼び起こすことができる。単純立法の執行の不全の場合の問題または憲法のレベルで解決できな

い「通常の人間仲間の付き合いにおける日常的問題」が重要である。

この点に関して、提案は多数を獲得したけれども、賛成票30、反対票22と棄権票2で、合同憲法

委員会の推薦のために必要な3分の2の多数に達しなかった8。

3．基本法第3条第3項第2文は、合同憲法委員会の推薦の実施についての、社会民主党によって分担

された党派間の憲法改正草案のなかで、取り上げられなかった。社会民主党会派は、追加の法律案を

提起し、それは会派の見解から必要な広範囲の基本法改正をまとめたものであり、基本法第3条第3

項第2文を含んでいた。本質的に元のままの理由付けは、以下の観点を示唆している。すなわち、障

がい者のグループは、これまで基本法第3条第3項によって保障された人のグループに匹敵し、十分

に区分できる。差別禁止と人間の尊厳の保障との間の結び付きは、「障がい」という事由に該当する。

提案された不利益待遇禁止の作用の仕方について、これまでの基本法第3条第3項についての連邦

憲法裁判所の判例の中心的な言明を基準にすることの点で、障がいは、第3項で挙げられた他の事由

と同様に、法的な差別的取扱への接続点として援用されてはならないということが確認される。この

ことは、区別が第一義的に他の目標を追求する場合にもあてはまる。区別は、それが、その性質上障

がいの場合にだけ発生しうる問題の解決のために、やむをえず必要である場合には、許されるかも知

れない。

相対立する議論の後、連邦首相の声明に引き続いて、計画された新規定のために法務委員会におい

て意見の一致が実現した。政府会派の議員は、社会民主党の考えに全面的には賛成しなかったが、そ

のアピール機能とそれから生じる「警告機能」に基づいて、新規定の価値を認めた。基本法のテキス

トにおける憲法レベルの関心事としての承認は、社会における障がい者の願いに対する意識を鋭くす

るだろう。それによれば、提案はその他の点を理由に召集された両院協議会の決定勧告にも取り込ま

れ、最終的に可決された9。

I．3 他の憲法における障がい者のための規定10

1．加入までの時期

州憲法は、「障がい」のテーマに長い間わずかしか注意を払っていなかった。当時のいわゆる生活様式

についての、ヴァイマル憲法の模範（第161条「健康と労働能力を維持するため、母性を保護するため、

並びに老齢、病弱及び生活の変化のもたらす経済的帰結に備えるために、ライヒは、被保険者の決定的

な協力の下に、包括的な保険制度を創設する」）に基づく広範な部分をもつ、特に基本法以前に成立し

た詳細な憲法においては、ただ限定的に関連した言明があるだけである。基本法成立以前の州憲法には、

バイエルン州（1946.12.2）、ヘッセン州（1946.12.1）、ラインラント･プファルツ州（1947.5.18）、ブ
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レーメン州（1947.10.21）、ザールラント州（1947.12.15）、ヴュルテンベルク・バーデン州、バーデ

ン州及びヴュルテンベルク・ホーエンツォレルン州、これらの3州は1952年に合併してバーデン・ヴュ

ルテンベルク州（1953.11.11）となるが、これらの憲法があげられる。また、ソヴィエト占領地域の

チューリンゲン州、ザクセン･アンハルト州、メクレンブルク州、ブランデンブルク州、ザクセン州の

憲法、及び基本法の基本権の継承のために独自の基本権カタログを断念したノルトライン・ヴェストファー

レン州、バーデン・ヴュルテンベルク州の憲法をあげることができる。また、シュレースヴィヒ・ホル

シュタイン州、ニーダーザクセン州、ハンブルク州の憲法は、独自の基本権、その他の実体的内容も回

避しており、組織規定に限定された憲法である。この時代の特殊な規定としては、現在も変更されずに

通用している1950年9月1日のベルリーン州憲法第12条第2項「女性、青少年及び身体障がい者は労

働関係における特別な保護請求権を有する」が、女性と青少年と並んで、明示的に身体障がい者にも労

働関係における特別な保護請求権を認めている。

2．加入以降の時期

州憲法のレベルでの激しい活動の波は、しかも障がい者に対する当該特別規定なしに、すでに加入前

にも起こっていて、その後になって初めて、基本法により組み入れられたとしても、特にいうまでもな

く5つの新しい州において必要な独自の憲法制定によって発展した。その場合、円卓会議の手本にならっ

て、いたるところで障がいのある人間の法的地位がテーマとされている。

一般に行われる解決は、場合によっては小さな違いにもかかわらず、一般的かつ包括的な仕方で、し

ばしば言葉を飾っただけの言い換えられた障がいに対して、しばしば同時に高齢者〔ザクセン州、メク

レンブルク・フォーアポンメルン州では高齢の人（alteMenschen）、ザクセン・アンハルト州では、高齢

者（・ltereMenschen）〕と一緒に、援助（Unterst・tzung）、保護（Schutz）または支援（F・rderung）を

約束することに存在し、その場合に、義務は、さまざまな担当機関〔ザクセン州では、共同社会

（Gemeinschaft）、ザクセン・アンハルト州では、州（Land）、メクレンブルク・フォーアポンメルン州で

は、州、地方公共団体、県（Land,Gemeinschaft,Kreis）、チューリンゲン州憲法第2条第4項第1文、

第2文によれば、共和国（Freistaat）並びに州（Land）とその地方公共団体（Gebietsk・rperschaften）、

ブランデンブルク州憲法第 12条第 4項では、 州、 市町村、 市町村組合 （Land,Gemeinde,

Gemeindeverb・nde）〕といろいろなバリエーション〔ザクセン州とメクレンブルク・フォーアポンメル

ン州では、義務への支持の表明（BekenntniszurVerpflichtung）、ザクセン・アンハルト州とチューリ

ンゲン州では、約束された行動の直説法的または名詞的な確定〕がある。重要な共通点は、さまざまな

仕方で、障がい者のために達成しようと努められるものの同価値が、一部は消極的・受動的な見方〔た

とえばザクセン州、ブランデンブルク州憲法第12条第4項では、同価値の生活条件（gleichwertige

Lebensbedingungen）〕の場合に、一部はより積極的な文言〔ザクセン・アンハルト州とチューリンゲ

ン州では共同体生活への同価値の参加〕において、動員される点に存在する。

とりわけ、ブランデンブルク州においては、障がい者の取扱は特別の関連においても特に規律されて

いる。つまり、障がい者は、教育の分野において、チューリンゲン州憲法第20条第3文も同様、才能

のある人及び社会的に不利益取扱を受けている人と並んで、特別に支援されなければならない（ブラン

デンブルク州憲法第29条第3項第3文）し、スポーツの場合には特別の必要を有する「生徒、学生、

高齢者」と並んで考慮されなければならない（ブランデンブルク州憲法第35条第3文）。社会保障への

権利は、とくに障がいの場合にも重要性がある（ブランデンブルク州憲法第45条第1項第1文）。相談、

世話及び介護のための施設は、特に障がいの場合にも国家により支援されなければならない（ブランデ

ンブルク州憲法第45条第3項）。障がいのある人には、「職業教育の訓練生、ひとりで子どもを養育し
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ている者、病者及び高齢の労働者」と同様に特別の解雇制限（文脈から明らか：労働関係において）が

当然に帰せられる（ブランデンブルク州憲法第48条第4項）。

ブランデンブルク州においてだけ、ブランデンブルク州憲法第12条第2項によって差別禁止の範囲

内で障がい者を考慮することの直接の原型がある。チューリンゲン州憲法では、新しい連邦構成国のな

かで唯一のものとして、基本法第 3条第 3項のカタログを拡充したのが、性的指向（sexuelle

Orientierung）についてであり（チューリンゲン州憲法第2条第3項）、この点に障がいが含められた。

障がい者に対する義務を引き受けるというはっきりした用意を目の前にして、このような所見はまさに

異様であり、どこでも受け入れられる差別禁止が実際に適切な手がかりを提供するかどうか、という疑

念を呼び起こす。

さまざまな生活分野における障がい者の保護についての多様な規定の観点から、ブランデンブルク州

では、特に、差別禁止が基本法における後の解決と違って、優遇（Bevorzugung）にも適用されるとい

うことは驚くべきことである。全体像によれば、明白に想定された支援事例のすべてが、もともと侵害

的優遇禁止を破ることになっている例外として構想されているということは排除されなければならない。

むしろ、憲法制定者が、この種の優遇は差別禁止の意味における「優遇」ではないと考えていたという

ことから出発しなければならない。このような見方は、基本法旧第3条第3項の解釈と一致させること

ができない。ブランデンブルク州では、とにかく成立した規定を扱う方策が見つけられなければならな

い。

障がいの問題における旧連邦領域の州憲法によってこれまでなされた寄与は、比較的重要でない。一

部は、まさに包括的な改訂にもかかわらず、この分野では何も起こらなかったし、このような規定がつ

いに、バーデン・ヴュルテンベルク州憲法第2条第1項が、基本法の基本権を完全に州憲法の構成要素

にしたバーデン・ヴュルテンベルク州において、明白な理由なしに、体系に反して付加的に州憲法

第2a条として挿入されたとしても、これは、全体として孤立している基本法の規定に対する懐疑のきっ

かけを与えている11。

以前のドイツ憲法をみると、障がい者の権利保障、差別禁止の憲法上の取扱に関して、1849年のパ

ウル教会憲法及び1871年の帝国憲法には、同類の規定はなかった。が、1919年のヴァイマル憲法は障

がいのある人の保障についての明示的な規定はないが、前述したように、第161条が国家に、「老齢、

病弱及び生活の変化のもたらす経済的帰結に」備えるために保険制度の創設を義務づけていた12。また、

現在の州憲法では、バーデン・ヴュルテンベルク州憲法第2a条、バイエルン共和国憲法第118a条、

ベルリーン州憲法第11条、ブランデンブルク州憲法第12条第4項、第45条第1項、第3項、ブレー

メン州憲法第2条第3項、メクレンブルク・フォーアポンメルン州憲法第17条第2項、ニーダーザク

セン州憲法第3条第3項第2文、ラインラント･プファルツ州憲法第64条、ザールラント州憲法第12

条第4項、ザクセン州憲法第7条第2項、ザクセン・アンハルト州学校法第38条、チューリンゲン州

憲法第2条第4項の12州の憲法が規定している13。

国際的規定についてみると、まず1961年のヨーロッパ社会憲章第15条を挙げることができる。そこ

では、身体的、知的または精神的障がい者の職業教育への権利と職業的・社会的統合または再統合への

権利が定められており、この権利を保障するために締約国は、以下のことが義務付けられる。すなわち、

必要ならば公的または私的な特別施設を含めて、職業教育の機会準備のための適切な措置を講ずること、

及びとりわけ特別な労働斡旋サービスによる、競争から保護された職業の機会を提供することによる及

び雇用主に障がい者の雇用への奨励を提供する措置による、障がい者に職場を斡旋するための適切な措

置を講ずることを義務付けている14。

さらに他国の憲法では、ギリシャ憲法第21条第3項 15、ポルトガル憲法第71条第1項 16、スペイン
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憲法第49条17、1919年コロンビア憲法第47条18、1982年カナダ憲法第15条第1項19が挙げられる。

基本法第3条第3項第2文に匹敵する規定は、カナダの新憲法と1992年8月20日のブランデンブル

ク州憲法だけであるといわれる。憲法以下の規定で言及する価値のあるものとしては、1990年7月の

フランス反差別法があり、そこでは公的生活における障がい者のあらゆる不利益取扱は、処罰すべきと

されている。また1990年のアメリカの「障がいのあるアメリカ人法（AmericanswithDisabilitiesAct:

ADA）」では、とくに雇用主に、この障がいに基づいて障がいのある人の雇用を拒否することを禁じて

いる。公的旅客輸送は、障がい者に応じて改造されなければならないし、すべての公的施設は、これに

はレストラン、ホテル、博物館などが含まれるが、使用できるように作られなければならないし、電話

会社は、言語障がい者及び聴覚障がい者も筆記電話によって、そのようなものを持っていない他の人と

コミュニケーションすることができることに配慮しなければならないとされている20。

II．1997年10月8日連邦憲法裁判所第1法廷第1部決定（BVerfG,1BvR9/97vom8.10.

1977）

この憲法異議事件は、基本法第3条第3項第2文が、学齢児童の障がいのある子どもと障がいのない

子どもが普通の公立学校で共通の教育を受けること（いわゆる統合教育：integrativeBeschulung）を

要求するかどうかの問題に関係する21。この決定は、「1．学校制度の分野における障がい者の不利益取

扱の禁止（基本法第3条第3項第2文）についてであり、2．障がいのある生徒を、本人とその親の意

思に反して特別支援学校に編入させることは、それ自体では基本法第3条第3項第2文の意味における

禁じられた不利益取扱ではない。そのような不利益取扱が存在するのは、編入が、特別支援教育の支援

のある普通学校での授業が可能であるにもかかわらず、そのために必要な人的及び物的な投入が現在の

人的・物的手段で実行できなくて、組織的な困難や第三者の保護に値する利益も統合教育と矛盾してい

ない場合である。」22

1．事実の概要

憲法異議申立人のルート・ザンケン（RuthSancken）は、1984年3月21日に脊髄形成不全（spina

bidida＝二分脊椎・脊椎破裂）で生まれた。そのために、両足、膀胱、直腸に麻痺があり、車イスを使

用していた。また、運動機能、言語及び両手の細かい動きの障がいのスピードダウンを伴う運動経過の

調整障がい（運動失調＝Ataxie）を患っていた23。

特別支援教育の鑑定に基づいて、彼女は、基礎学校に入学し、留年することなく修了した。算数で特

別支援教育の支援授業を受け、授業においては兵役代替社会奉仕勤務者によって付き添われていた24。

1995/1996年度には、基礎学校修了後、統合的総合学校の第5学年に移ったが、その後すぐに出さ

れた特別支援教育の教員によって作成された諮問鑑定書は、次のような結果であった。すなわち、彼女

は、統合的総合学校では、ほとんどの授業科目、とくに算数と自然科学の科目において、障がいのない

生徒と同じ教育目標の教育を受けることができないこと、算数に対しては、かなりの特別支援教育の支

援ニーズがあることである。ふさわしい支援の場合には、統合的総合学校における統合授業は可能であ

る。身体障がい者の学校での教育が代替として考慮される、ということであった。親権者の申出により

招集された支援委員会は、特別支援教育の支援措置として、これまでの学校での算数における週5時間

の個別授業を勧め、そして同じ教育目標の授業ができない他のすべての学習分野において、社会編入援

助としての教育学上または治療学上訓練を受けた支援員による授業の付き添いを勧めた。ブラウンシュ

ヴァイク地方行政庁は、その勧告に基づいて、憲法異議申立人の場合に特別支援教育の支援ニーズを判
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定し、必要な支援措置が統合的総合学校では不可能であるという理由で、親の意思に反して、身体障が

い者の学校への編入を命じた。詳細に理由づけられた異議申立決定（Widerspruchsbescheid）の中で、

それに加えて、特別支援学校への編入の即時執行を命じた25。

この連邦憲法裁判所の決定に至るまでに、まず、リューネブルク上級行政裁判所の1996年5月28日

の決定、1996年7月30日の連邦憲法裁判所第1法廷第1部の決定で差し戻し、1996年11月29日のリュー

ネブルク上級行政裁判所の再決定、1997年4月4日の連邦憲法裁判所第1法廷第1部の決定の後に、

最終的に1997年10月8日に連邦憲法裁判所第1法廷第1部の決定が出されたのである26。

2．連邦憲法裁判所の決定（1997年10月8日－1BvR9/97）

ハンス・エバーヴァイン博士、ベルリーン自由大学教授27によれば、連邦憲法裁判所の決定の中でもっ

とも重要な部分として以下の箇所が指摘されている。

① 基本法第3条第3項第2文における障がいというメルクマールは、最終的に決められない。「不利

益取扱」の概念並びに基本法第3条第3項第2文の不利益取扱禁止の意味と範囲もただ不完全に解明

されるにすぎない28。

② 基本法第3条第3項第2文は独自の意義を有している。これは障がいという特別のメルクマールと

関係している。障がいは、個人の属性（pers・nlicheEigenschaft）であり、個人はその属性があるか

ないかに影響を及ぼすことができないか、又はただ限られた影響を及ぼすことができるにすぎない。

しかしながら、障がいは、当事者にとっては、しばしばそれに応じた考え方及び偏見と一緒に作用し

てはじめて、社会的環境において不利に作用するような単なる他在（Anderssein：異なっていること）

を表しているだけではなくて、このような考え方を変える場合には不利な作用を再びなくすことがで

きる。障がいは、むしろ、当事者にとっての生き方を、障がいのない人との関係において、見解の変

遷とは無関係に、根本的に難しくするような属性である。障がいのない人と障がいのある人との関係

を適正化する目的の優遇は、許されているが、もちろん必ずしも憲法上も要求されるわけではない29。

③ 障がいのある人によって努められた調整履行の拒否及び他の発展の代替案の指摘が不利益取扱とみ

なされなければならないかどうかは、通常、評価、学問上の認識及び予測的な評価に依存している。

この評価の全体成果に基づいてのみ、措置が個別事例において不利益取扱であるかどうかについて判

定することができる30。

④ 国家の決定の自由は、基本権の上位の規範がその制約を加える限りで、制限されている。これが生

じるのは、基本法第2条第1項に基づく人格、素質及び才能のできるだけ妨げられない発展への生徒

の権利と基本法第6条第2項第1文の親の教育権によってだけではない。それは、基本法第7条第1

項による国家の教育委託と対等に置かれている。むしろ、基本法第3条第3項第2文によって新たに

もたらされた不利益取扱禁止も制約を加える31。

⑤ これらの自由権（基本法第2条、第3条及び第6条）が共に作用することから、国家及びラントの

学校法立法者は障がいのある生徒に対して特別の責務があるということが推論される。国家は、障が

いのある子どもと青少年に対して適切な学校教育（schulischeErziehung,BildungundAusbildung）

を可能にする義務がある。その場合、障がいの種類と強さ及び学校の種類や授業のグレードの必要条

件が、教育学上の認識のそれぞれの水準を考慮して、顧慮されなければならない。統合教育は教育学

及び重要な政治的審議会によって肯定的に評価されており、特別支援学校における教育･授業のため

の強く実現するに値する代替案として支持されている32。

⑥ 障がいのない人と同じ目標の、及び異なる目標の統合教育･授業は、組織的、人的に及び物的所与

の条件から可能であることの留保の下におかれている33。
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⑦ 評価の余地、実際にできること及び財政上是認できることの留保は、立法者による調整構想の仕上

げのうちにある34。

⑧ 学校法の解釈及び適用も、基本法第3条第3項第2文の不利益取扱禁止の規定（Vorgabe）に拘束

されている35。

⑨ 教育庁の決定の場合、生徒の素質や能力をできるだけ広範囲に考慮する教育への権利（基本法第2

条第1項）だけでなくて、子どもの学校における教育過程をその能力の枠内で原則的に自由に選択す

るという基本法第6条第2項第1文の親の権利が考慮されなければならない。むしろ、基本法第3条

第3項第2文から教育庁に対して生じる追加の拘束も考慮されなければならない36。

⑩ 障がいのある生徒の特別支援学校への編入は、既にそれ自体、禁止された不利益取扱ではない。た

だ、それぞれに評価されるべき事例の事実と状況を明らかに正しく評価しない編入命令だけが、基本

法第3条第3項第2文によって禁じられている37。

⑪ 第3条の意味における不利益取扱は、むしろ、普通学校への通学は特別支援教育の支援の代替可能

な使用によって可能にされうるのであるが、特別支援学校への編入が行われる場合にも問題になる。

後者が当てはまっているかどうか、言い換えれば、統合クラスの開設によって、結果を見渡せる障が

いのある子どもが修了することができる統合教育が実現できるかどうかは、個別事例における総合考

察の結果である38。

⑫ 学校の教育（Unterrichtung）についての親、子どもと青少年の考えは、基本法第6条第2項第1

文及び基本法第2条第1項の基本権保障に関連して、憲法上、きわめて重要である39。

⑬ 親がその見地から共通の教育を選ぶならば、教育庁は、特別支援学校への編入が実際に障がいのあ

る子どもの利益に役立つのによりよく適しているということを、例えば詳細に根拠づけられていない

理由づけによって無視してはならない。むしろ、親の要望の詳細な審査及びその要望に言葉で表現さ

れた親の教育計画に正面から取り組むことが必要である40。

⑭ 連邦憲法裁判所は、基本法第2条第1項及び基本法第6条第2項第1文の障がいのある子どもとそ

の親の基本権地位を適切に認めさせることができる決定過程に、親権者を組み入れる手続を支持する41。

⑮ 教育庁は、決定援助（諮問鑑定書及び支援委員会の勧告）が統合教育に賛成であることを表明して

いる場合でも、手続法上、特別支援学校への編入を命じることを妨げられない。基本法第3条第3項

第2文に照らして、教育庁は、まさにこのケースにおいて高められた理由づけの義務を負う。障がい

者のための不利益取扱禁止は、決定が根拠を挙げて立証するように（substantiiert）理由づけられる

ことを要求する。その場合、その遵守を基本法第3条第3項第2文が要求する考え方が説明されなけ

ればならない。教育庁が、障がい者の教育は特別支援学校において最善に保障されるように思われる

と判断するに至った理由が挙げられなければならない42。

⑯ 場合によっては、なぜ組織的、人的又は物的困難が具体的事例において克服されえないのかの理由

も詳論されなければならない。いずれにせよ、特別支援学校のための決定の十分な理由づけは、障が

いのある子どもとその親権者の反対の教育願望に理解を示すことを前提としている。それは、教育庁

の考慮に関連付けられなければならず、そして国家による措置を理解できるようにし、それゆえ裁判

所によっても審査できるようにする仕方で、教育庁の考えと比較考量されなければならない43。

⑰ しかしながら、基本法第7条第1項による国家の形成の自由と決定の自由は、基本法第3条第3項

第2文によって制限される。基本権としてこの規範は、他の基本権と同じくすべての国家権力を拘束

する。したがって、国家権力は、上級行政裁判所が国家による学校監督に対してその基本法第3条第

3項第2文との関係において想定したように、基本権の効力を制限することができない44。
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ハンス・エバーヴァイン教授は、以上の判決部分を最重要として取り上げている。これは、「身体の

機能障がいのある女生徒の特別支援学校編入に対する憲法異議に関する連邦憲法裁判所の決定について」

ベルリーン自由大学教授、ハンス・エバーヴァイン博士によるまとめと強調の序論として掲載されたも

のである45。この判決の説明に入る前置きとして、まず、基本法第3条第3項第2文が1994年にドイ

ツ連邦議会によって挿入され、「障がい者の新たな基本権をめぐる差別禁止のカタログが拡大された」

ことを指摘する。そして、ベルリーン州に関しては、「1995年の新憲法において、その第11条で、基

本法の不利益取扱禁止を引き継ぎ、拡大した」とし、第11条は「州は、障がいのある人及び障がいの

ない人の等しい価値の生活条件を配慮する義務を負う」と規定している。この規定により、ベルリーン

州では、州平等法（Landesgleichberechtigungsgesetz）が制定され、それは、当事者に、基本法第3条

第3項第2文の権利を告訴して請求する可能性を提供する。さらに、障がいのある人の利益のための連

邦政府担当者が、1995年の「基本法における障がいのある人のための新たな差別保障」というパンフ

レットの中で、「障がいのある子どもを、その意思またはその親権者の意思に反して特別支援学校に入

学することを指示することは不利益取扱である」という見解を主張したと論じている。

そこで、連邦憲法裁判所も、1997年10月8日の判決の中で、統合教育に優位を認め、その結果州立

法者は、学校法の中で共通の学習（gemeinsamesLernen）を原則（Regelfall）として定めることを要

請された。裁判所は、その決定の中で、統合授業が教育学によっても重要な政治的審議会によっても圧

倒的に肯定的に評価され、特別支援学校のための強く実現するに値する選択肢として推奨されている。

さらに、親権も連邦憲法裁判所によってかなり強められた。そのうえ、「障がい」や「不利益取扱」

の概念についての議論は、完結していないとみなされている。

以上の指摘に続けて、決定に対する反論が述べられる。すなわち、統合措置の実現が「実際に可能な

こと及び財政的に是認できることの留保」の下にあるという裁判所の判定は、理解できないし、受け入

れがたい46。社会的不利益取扱は、障がい者のための新しい基本権の創設によって撤廃されることになっ

ているが、そのことによって結局廃止されない。なぜなら、国家の官庁は、人のいないクラスの指摘に

よってこの基本権をいつでも制限できるからである。これは、連邦憲法裁判所が明確に確認したように、

基本法第3条第3項第2文が「優遇」及び平等を許容しただけになおさら残念である。財政的に実現可

能なことへの限定の結果は、見極めがつかない。この制限は、たとえばベルリーン州憲法第11条にお

いてベルリーン州が引き受けた義務と相容れない。

また、他の校種に通うことに対して、たとえばギムナージウムに通うことに対して、資金調達の留保を

予定することは、考えられないだろう。しかし、個人的・社会的に不利益取扱を受けた者に関して、この

判決は、こうした子どもたちを2度不利益取扱をしているにもかかわらず、期待できると思われている。

連邦憲法裁判所は、財政的に是認できるものに限定する場合に、統合は特別支援教育よりも金がかか

るという学校管理当局の主張を支持している。この問題についてのこれまでのすべての調査から我々は、

全費用、従って教師のための費用だけでなく、輸送費、建築費及び運営費並びに教材費の考察に際し、

また様々な費用負担者を考慮して、教育庁の想定が正当化されないということを知っている。

数百の子どもたちが、その親の願いにもかかわらず、学年ごとに統合教育から除外されているという

事実は、基本法第3条第3項第2文違反及びベルリーン州憲法第11条違反である。一括しての財政の

留保は、連邦憲法裁判所の決定によって補償されない当事者に対する不利益取扱を意味する。不利益取

扱禁止は、決定が根拠を挙げて立証するように理由づけられることを要求する。教育庁が、障がいのあ

る子どもの教育は特別支援学校において最善に保障されるように思われると判断するに至った理由が挙

げられなければならない。
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次に、この決定に対する障がい者団体の反応を見ることにしよう。

1997年10月29日の「自ら決定した生活」利益代表ドイツ障がい者団体登録協会－ISLカッセルが

出した対プレス声明文がある47。それは、「統合学校についての判決への反応」「学校の障がい者の統合

についての連邦憲法裁判所判決に対する広範な怒り」と題されたものである。カールス・ルーエの連邦

憲法裁判所が水曜日に（1997年10月8日）障がいのある子どもの学校における統合についてのリーディ

ング・ケースにおいて、障がいのある子どもは、障がいのない子どもと一緒に授業を受けることの一般

的な請求権を持たない、と決定した後で、「ドイツにおける自ら決定した生活の利益代表障がい者団体－

ISLe.V.－」や「共通の生活・共通の学習連邦ワーキング・グループ」などの多数の障がい者組織、

親たちが分離に対して、驚愕と怒りをもってこの判決に反応した。

「連邦憲法裁判所が障がいのある人の基本権を学校における組織上の前提条件に従属させ、それによっ

て共通の教育の基本権を失効させることについて愕然としている。このようにして、連邦憲法裁判所は、

基本法に規定された障がい者に対する不利益取扱禁止の適切な実現への親と当事者の多くの期待をひど

く裏切った」とISLe.V.の法政策広報担当官のアンドレアス・ユルゲンス博士が宣言した。期待はず

れなのは、とくに、連邦憲法裁判所が、最初激しく拒否した統合教育が一切の否定的な予測に反して、

普通学校に移されうるということが、その事例に基づいて次第に明らかに実務において証明された事例

においてこの判決が下されたことである。「連邦憲法裁判所の決定は、障がい者とその親にとって、突

然に再び体罰が傷害の許可によって組織上の理由から学校に導入されるであろう場合と同様に理解でき

ない。基本権が財政的、組織的または人的な所与の条件に基づいて制限されるということはありえない。

なぜなら、さもなければドイツでは、いまやすべての差別者が自由裁量権をもっているのだから」とユ

ルゲンスはさらに続けていう。

障がい者団体は、連邦憲法裁判所への信頼が深刻に揺さぶられた後で、連邦政府と州に、障がい者に

対する不利益取扱禁止の今や緊急に必要な解明を法律により定めるために、明白な障がい者のための平

等法を公布することを要求する。

もうひとつは、「発達遅滞の子どもの統合と支援のための親の市民運動（EIFER）」によるものであ

る48。

「1．補償の利益（Kompensationsvorteil）

基本法第3条第3項第2文による基本権を侵害する分離（Aussonderung）は、1997年10月8日の連

邦憲法裁判所の決定によれば、当事者ないしその親の意に反して、分離の不利益が支援の利益によって

補償されうることなく、生じる場合に、存在する。補償の利益は、その場合主張されてはならず、立証

可能でなければならない。分離する教育の利益が不利益より優っているということが信用できなければ

ならない。そのような利益考量を行うことができるために、教育庁は実際に期待されうる利益を厳密に

理由付けなければならない。

厳密な理由づけは少なくとも以下の領域を含まねばならない。すなわち、よりよい下部構造による利

益、よりよい支援措置による利益、どのような支援措置が有利であり、個人的な支援ニーズにふさわし

いかの証明である。

このような利益考量は、これまで我々に周知の特別支援学校への割当指示に欠けている。論証の連鎖

は今日では以下のように行われる。まず、場合によっては現存する支援ニーズが認定される。次のステッ

プでは、主たる事例において、普通の学校において支援ニーズに応じることができないことの証明が試

みられる。そのことから、特別支援学校がふさわしい学習の場であることが推論される。このような思

考の順序には決定的な鎖の環（一環）が欠けている。したがって、すなわち、特別支援学校が支援ニー

ズを満たすことができないであろうことが証明されていない。むしろ、生徒にふさわしい特別支援学校
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の支援の可能性が初めから想定されている。

2．障がいのある生徒の場合の社会編入援助

普通の学校における授業についていくことができるために、特別支援教育の支援ニーズのある若干の

生徒は、いわゆる統合補助者または個別事例補助者（Integrations-oderEinzelfallhelfer）による援助

を必要とする。そのような社会編入援助は、不利益の補償に貢献する。

学校は、まれに、そのようなスタッフを授業に引き入れることを拒否する。学校は、その場合に、そ

の住居管理権かまたはそのようなスタッフの許されないことを指摘する。学校が統合補助を引き入れる

ことを拒否するならば、学校は当該生徒の人格の自由な発展の基本権を侵害し、それに加えて、何人も

その障がいを理由に不利に扱われてはならないという、基本法第3条第3項第2文による平等取扱原則

を侵害する。それだけでなく、学校は、統合が分離する教育よりも優位にあるべきであるとするニーダー

ザクセン州学校法第4条も侵害する。社会法典第9編第4条による社会扶助がもっとも広範囲に、子ど

もと青少年に社会への統合を可能にすることになっており、とくに適切な学校教育のための援助も提供

することになっているのだから、なぜニーダーザクセン州学校法第4条によってこの命令に従う学校が、

社会扶助の措置のある授業の協調を拒否することによって、この原則を空洞にするのか、いかなる理解

されうる理由も生じない。」

III．ニーダーザクセン州学校法における統合教育

この事件が起きたニーダーザクセン州学校法では、どのように規定されていたのだろうか。連邦憲法

裁判所は、その決定において、この事件に関連する学校法規を掲げている49。

第4条 統合（Integration）「特別支援教育を必要とする生徒（第14条第2項第1文）は、このよう

な方法で、彼らの個人的な支援のニーズに応えられる場合および組織的、人的および物的な所与の条件

が許す限りで、すべての学校において他の生徒と一緒に教育されねばならない。」50

第5条 学校の編成「第1項 学校制度は校種と学校領域において編成される。第2項 校種は：

1．普通教育学校として：a）基礎学校、f）総合学校（Gesamtschule）、i）特別支援学校（Sonderschule）」51

第14条 特別支援学校「（1）特別支援学校では、すべての学年の生徒を教育することができる。

（2）特別支援学校では、身体的、知的または心理的障がいまたはその社会的行動の障がいのために、特

別支援教育の支援を必要とし、この支援を他の校種の学校においては受けることができない生徒を教育

する。特別支援学校では、普通教育学校の卒業を取得することができる。（4）特別支援学校は、同時に、

他の学校に通う、特別支援教育を必要とする生徒の教育（UnterrichtundErziehung）の支援センター

でもある。」52

第23条 普通教育学校の特別組織「（4）普通教育学校の第1学年から第10学年において、統合クラ

スを設けることができる。そこでは、特別支援教育を必要とする生徒が（第14条第2項第1文）他の

生徒と一緒に授業を受けることができ、達成要件（Leistungsanforderungen）は生徒の異なる学習能力

に一致している。（5）第1項から第4項までの特別の組織は、教育庁の許可を必要とする。許可は、適

切な教育学上の構想があり、組織的、人的および物的な所与の条件が作られた場合に、学校設立運営者

または学校の申請により与えられる。」53

第68条 特別支援教育の支援を必要とする場合の就学義務「（1）特別支援教育の支援を必要とする

生徒（第14条第2項第1文）は、彼らに適した特別支援学校または彼らに適した特別授業に通うこと

が義務付けられている。必要な支援が他の校種の学校において保障されている場合には、特別支援学校
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への通学の義務はない。（2）教育庁は、第1項による義務があるかどうか、どの学校へ通学するか、ま

たはどのような特別の授業に参加しなければならないかを決定する。」54

さらに、「これらの規定を補完して、1994年11月16日の特別支援教育の支援に関する命令（GVBl

S.502）は、とりわけ特別支援教育の支援を必要とすることを確定する手続きへの親権者の協力を規定

し、そして教育庁は、教員によって作成された報告、特別支援教育の教員によって作られた諮問鑑定書

および親権者の申し出により招集された支援委員会の勧告を考慮して、決定することを規定している。

委員会には、親権者も入っている。」55

以上が、連邦憲法裁判所の決定の中で言及された1993年9月27日のニーダーザクセン州学校法の関

連条文であるが、この連邦憲法裁判所の決定後に、改正が行われ、1998年3月3日版の学校法が施行

されている。第14条では、「（1）特別支援学校においては、その発達、学習及び教育の可能性の点で、

特別支援教育の支援を必要とし、この支援を（第4条にしたがって）他の校種の学校においては受ける

ことができないほど制限されている生徒が、授業を受け、教育される。特別支援教育の支援ニーズは、

以下の分野において判定されうる。すなわち、学習、情緒的・社会的発達、言語、知的発達、運動・身

体発達、視覚及び聴覚。特別支援学校では、普通教育学校の卒業を得ることができる。（2）特別支援学

校においては、すべての学年の生徒が授業を受けることができる。（3）特別支援学校では、異なる機能

障がいのある生徒が、そのことによってより良い支援が期待できるならば、一緒に授業を受けることが

できる。（4）特別支援学校は、同時に、他の学校に通学している特別支援教育の支援ニーズのある生徒

の授業・教育のための特別支援教育の支援センターである。」と規定している。

ニーダーザクセン州学校法第4条の定める統合と第68条第1項第2文によれば、原則が統合教育で、

例外的に特別支援学校への編入が想定されていると考えられる。しかし、「州の立法者は1993年にニー

ダーザクセン州学校法に導入された第4条『統合』によって、障がいのある生徒と障がいのない生徒の

共通の授業を原則にし、特別支援学校への編入を例外としたにもかかわらず、行政府の政策はこの方針

を実現することを断念した」56のである。ニーダーザクセン州の学校におけるこのような原則例外関係

については、次のようにいわれている。すなわち、「2000年にニーダーザクセン州の学校における特別

支援教育の支援ニーズのある37,546人の生徒が授業を受けたが、統合措置において授業を受けた障が

いのある生徒の数は、727人に達し、1.93％の割合に達した。2003年には、特別支援教育の支援ニーズ

のある生徒の総数は、40,760人に達し、統合された障がいのある生徒数は736人で、1.8％の割合であっ

た。2006年には、特別支援教育の支援ニーズのある全生徒数は、39,347人に達し、統合された生徒の

数は759人で1.92％の割合に達した。統合のために原則例外関係について決して話されることはな

い。」57そして、「子どものために統合を望んでいる親を、住居に近いどの学校が当該学年に対して統合

クラスを提供するかについての信頼できる情報を伝える人が、ゲッチンゲンでは学校と教育庁について、

だれも援助してくれない。これまで統合の提供を掲げてきた学校が、毎年新たに、新しい年にもそのよ

うな申出を掲げる可能性またはその準備を疑わしいものにする。親は、毎年新たに、学校法により規定

された統合の優位への信頼が裏切られるという経験をし、法律で規定された統合がたしかに原則である

べきであるが、実際は共通の教育が例外であり続け、その点で明らかに何も変わらないということが判

明するという逆説を体験する。市民は、一緒に定めた規則への拘束が市民の行動だけでなくて、とくに

政治家の行動を決めるということを期待している。」58また、この一連の判決において、連邦憲法裁判

所第1法廷第1部の1997年7月30日の決定が、この原則例外関係に触れ、「法適用者が法律上の原則

事例から逸脱しようとする場合には、より高められた理由付けをする義務があり、したがってニーダー

ザクセン州学校法による統合教育の可能性を、限定された組織的・人的手段で普通学校の実施可能性を

一括して指摘することにより否定することは十分ではない」59と論じている。
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さらに、基本法第3条第3項第2文のコンメンタールが、「特別支援学校への編入を、それが当事者

の意思に反して行われた限りで、不利益取扱と考えて」おり、「障がいのない子どもと同じように教育

を受ける形態の間で選択することができ、したがって特別支援教育と統合の間で個人的に決定すること

ができるという期待は、連邦憲法裁判所によって裏切られた」60との評が見られる。

「1986年以来のニーダーザクセン州の統合クラスにおける共通の授業という例となる試験とすべて

の子どもに対するその実際的な成果にならって、1993年に統合の優位がニーダーザクセン州学校法に

取り入れられた。」このような状況下で、「ゲッチンゲン郡のボーヴェンデンの生徒ルート・ザンケンの

特別支援学校への割り当て指示に対する訴えと連邦憲法裁判所の訴えが、はじめて、1996年7月30日

と1997年10月8日の決定によって、共通の授業の実現への新たな風を引き起こした。連邦憲法裁判所

は、1997年10月8日の決定において、統合が特別支援学校のための『強く実現するに値する選択肢』

であることを認めた。連邦憲法裁判所は、現代の教育学の認識水準にしたがって障がいのある子どもを

全般的に排除することは憲法違反であること、障がいのある子どもの利益を統合教育に関して十分に顧

慮することは国家の義務であることを詳しく述べた。」61

学校に関する統合（schulischeIntegration）とは、教育学の分野で、「障がいのある人を障がいのな

い人の学校の授業に組み入れること」62である。統合の前提として、「いわゆる特別支援教育の支援ニー

ズが存在すること、適切な（通常は標準化された）診断手続によって、どのように子どもが発達してき

たかを判定すること」が挙げられる。「引き続いて、子どもを支援するのに役に立つ教育上の措置が突

き止められる。鑑定書作成の時点で判定された学習障がいに従って区別され、その場合しばしば多元的

障がい（重複障がい）が存在する。次のような主な障がいグループがある。すなわち、知的能力の制限：

学習障がい（Lernbehinderung）；感覚的能力の制限：感覚障がい（Sinnesbehinderung）（視覚障がい、

盲目、聴覚障がい、難聴）；運動能力の制限：身体障がい（K・rperbehinderung）；言語能力の制限：言

語障がい（Sprachbehinderung）；社会的能力の制限：社会的・情緒的行動障がい；認知的能力の制限：

知的・認知的障がい（geistige/kognitiveBehinderung）である。重複障がいは特別の形態である。認知

的障がいのある子どもは、同時に身体障がいも、またはその感覚器官による知覚の点で損傷がある。あ

る種の障がいがその他の障がいを結果としてもたらす、たとえば聴覚障がいはほとんどしばしば言語障

がいも結果としてもたらす。」63

普通学校への障がいのある生徒の統合の場合には、ふたつの形があり、それは違った授業のアプロー

チから生じており、目標の同じ（zielgleich）授業と目標の異なる（zieldifferent）授業の形である。目

標の同じ統合では、「同じ概括的方針に従ってすべての生徒が授業を受ける。たとえば、聴覚・視覚障

がい、言語障がい、情緒的・社会的分野における障がいまたは身体障がいのある生徒は、（障がいのな

い生徒と）目標を同じく授業を受ける。これは、学校がいわゆる『欠点補償（Nachteilausgleich）』を

確保する可能性を有していることを前提としている。具体的には、視覚障がいの子どもに対する特別の

視覚補助（照明条件など）、聴覚障がいのある子どもに対する技術的聴覚補助（たとえば、無線の補聴

器のための誘導ループ）。普通学校においては、障がいのある生徒は、ふさわしい州の予算がこのため

にふさわしいポストないし職場分担分を規定している場合に、『移動サービス（mobilerDienst）』によっ

て、特別支援学校の教師による援助を受けることができる。目標を同じく統合されるべき生徒は、統合

クラスの請求権を有さない。生徒が統合されるべき、または特殊な特別支援学校に行くべきことにとっ

て決定的なのは、教育学の考えによれば、詳しく助言された後で、親の願いということである。」64学

習目標の同じ統合教育では、普通学校における特別支援教育が、「視覚、聴覚、言語、身体・運動上の

発達、情緒的・社会的発達に障がいのある生徒」65を対象とする。
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目標の異なる統合の場合には、「生徒は、異なる概括的方針に従って授業を受ける。授業は、普通の

学校では、統合クラスで行われる。統合クラスは、申請され、それが設立される前に、許可されなけれ

ばならない。基礎学校の統合クラスでは、その場合、理想的なケースでは、少数の生徒数で、基礎学校

の教師と特別支援教育専門家が共同作業をする。」66これは、普通学校における特別支援教育の支援ニー

ズのある生徒に対して、統合クラスにおいて行われ、この対象となる生徒は、「学習障がい、知的発達

障がい」67のある生徒である。

学校に関する統合は、「障がいのある生徒と障がいのない生徒の共通の授業であり、それが成功する

ための基本的な条件は、積極的な態度、ある程度の学習及び作業の基本知識、そして統合への覚悟であ

る。参加する教師、同級生とその親も、障がいのある子どもと障がいのない子どもとの付き合いのなか

で理解と寛容を発展させることを学んで欲しい。集中的かつ協力的な親・幼稚園・支援センターと先生

の仕事は、この過程を容易にし、可能にすることができる。」「このことだけでは、十分でない。なぜな

らいくつかの重要な基本的条件があるにちがいないからである。この条件は、増えている障がいのある

子どもとその個人的な必要及びそれぞれの意図した組織形態（たとえば、統合クラスまたは個別統合）

に合わせなければならない。」「組織的に障がいのある子どもを受け入れるクラスが、明らかに障がいの

ある子どもを除いたクラスよりも小さいということが考慮されなければならない。4人から5人の障が

いのある子どもが統合される場合、生徒数は20人と22人の子どもの間にある。ひとりの障がいのある

子どもが住居の近くの普通学校に受け入れられる（個別統合）ならば、以下の原則を考慮することがで

きる。すなわち、2人の障がいのない子どもの代わりに、1人の障がいのある子どもが受け入れられる。

例外をなすのは、予防的統合（Pr・ventiveIntegration）であり、その場合には、できる限り同じ数の聞

こえる子どもと聴覚障がいの子ども（6対6）が一緒に授業を受ける。」「学校は、また障がいのある子

どもの必要に応じることができるはずである。それぞれの子どもの障がいの種類に応じて、たとえばエ

レベーターの建設または車イスに座る子どものための傾斜路の建設によって必要な建築上・空間的な前

提を作り出さなければならない。教室および学校の敷地は、子どもに学習をする気をおこさせるはずで

ある（たとえば、読み、計算、研究と実験の『コーナー』、作業領域）。障がいに特殊な補助手段、たと

えば視覚障がいのある子どものための特殊なコンピューター、またはその他の遊びの、学習の、支援の、

治療の材料が学校にあるはずである。」「原則である目標の異なる統合が問題になっている場合、どのク

ラスにおいても異なっている生徒の能力の範囲が広がる。いまやもはやすべての生徒が同じ学習目標で

勉強していないのだから、教員としばしば人的、教育学的におよび親の側から人員不足の学校への要求

が高まる。したがって、追加の職員と異なる専門領域の共同作業が必要である。第二の教育者（たいて

い、特別支援学校の教員または教育学の専門家）は、クラスの授業の場合に普通学校の教師を援助する

（いわゆるチーム・ティーチングまたは共同の授業）。障がいのある子どもの特別の支援ニーズの特性と

程度に応じて、クラスに定められた数の追加の職員の時間が割り当てられる。最重度の障がいある子ど

もまたはかなりの行動障がいのある子どもの場合には、この上なく有利な場合に常に第二の大人が居あ

わせている。」「統合授業は、子どもの違い、その個人的興味、能力およびそのそれぞれの学習速度を考

慮しなければならない（授業の個別化と細分化）。障がいのある子どもにクラスの大部分とは別の学習

目標が適用されるならば、個別的な学習提供と共通の学習状況との間のバランスを見出すことが重要で

ある。したがって、子どもは、お互いに学ぶことができる機会を有し、しかも障がいのない子どもも障

がいのある子どもから学ぶ機会を有している。個々の子どもの学習発達を強調する成績評価も絶対に必

要である。クラスの平均に合わせる数の成績証の代わりに、言葉による発達報告が考えられる。」「統合

教育学の知識と教授法の専門知識は、継続教育とさらに勉強を続けることの点で獲得することができる。」

「望ましいのは、たとえば全日看護の拡充、したがって主題を深め、社会的接触を育成するために、よ
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り多くの時間が残っている。障がいのある子どもをその居住地においても強く組み入れるために、学校

は、その午後の提案の範囲内で、その地域の団体、児童館等々と共同作業をするということである。場

合によっては、子どもに対する特別の支援の提供は、たとえば言語治療が、提供されることになってい

る。」「参加する教師がその経験を、同じく統合グループで働く同僚と交換することも有利になるだろう。

場合によっては、統合のための地域的な諮問機関や連携センターも設立されうる。」「ある種の統合措置

の多くの提案は、実現できない基本的条件で失敗している。」68

「知的障がいのある子どもと重度の多重障害のある子どもの統合については、以前は、学校教育不可

能と呼ばれ、その結果特別支援学校または病院に受け入れられたが、今では、このような子どもは一部

ではあるが普通学校に統合されている。知的障がいおよび重度の多重障がいのある子どもの統合の場合

に、障がいのある子どもの普通学校への統合に対する一般的基本的条件が考慮されなければならない。

ここではただ特殊にかつ特別の範囲でこの人々の集まりに適用されるものが挙げられるべきである。」

「最小の学習の進歩をかなり正確に判定し、評価することができるために、このような生徒は特別に詳

細に観察されることになっている。徹底的な観察に基づいて、重度の障がいのある子どもに対し、極め

て個人的なカリキュラムを開発することができる。これは、とくに知的および重度の多重障がいのある

子どももその独自の学習目標を有しているということを含める。なぜなら、その進歩が他の人のそれで

判断されないからである（そもそもすべての子どもが自分自身の進歩でどのように評価されるというこ

とになっているのか）。彼らは達成感をもつことができ、必ずしも常に彼らがたいてい達成することが

できない目標を達成することを試みるとは限らない。子どもがその個人的な学習の可能性と進歩で自分

を評価することができるならば、彼らは自信があるようになることができる。」「全体として、異なった

学習タイプを考慮する行動指向のやり方は、このような方法で独立心が強められ、知的および重度の多

重障がいのある子どものしばしば広範囲におよぶ他律的な生活における高度の学習目標とみなされなけ

ればならないものが要求されるのだから、授業において有利である。」「重度の障がいのある子どもとの

そのような統合授業において、そのほかに、教師に対する多くの追加の仕事が加わるのだから、クラス

に少なくとも2人の教育者がいることが重要である。というのは、この生徒にとって一日の流れの中で、

生活実践の技能（たとえば身体の手入れ、食事）を訓練することが絶対に必要であるからである。時間

的な理由から、全日看護が原則的に考えられるだろう。特別に重度の多重障がいのある子どもにとって、

彼らが過大な要求や不快感の場合に引きこもることができ、または看護的に世話されうるような、いわ

ゆる引き籠もり部屋および冷静になれる部屋が存在しているべきである。たとえば作業訓練や治療体操

のような治療的な訓練を子どもと行うことができるための場所も作られるべきである。」「重度の障がい

のある子どもは、彼が手本にすることができる障がいのない子どもの多様な示唆を切実に必要としてい

る。しかし、統合クラスにおける重度の障がいのある子どもが特別支援学校のクラスにおけるのと違っ

て成長するということを一般的にいうことはできない。他の子どもは、重度の障がいのある子どもとの

付き合いにおいて種々の社会的能力、たとえば他人を理解すること、言語表現のないレベルで他人とコ

ミュニケーションをとること、対話に入ることの能力を開発することができる。」「重度の障がいのある

子どもの統合は、現在、未だになお、はやく考え得ることの枠を乗り越えている。このような傾向は、

その範囲内で資源にふさわしい子どもだけが統合される選択的統合という結果になり得る。」69

最後に、統合の実践について述べよう。「統合は、現在、主として基礎学校に限定されている。ここ

には、通常のクラスにいる障がいのある大部分の子どもがいる。上級学校は、ドイツでは基礎学校と違っ

て、世界的にはるかに大部分の国における学校と違って、まさに選択（Selektivit・t）の表現であり、そ

の存在をまさに反統合（Desintegration）に負っている。したがって、上級学校は、それが教育上の基

本的な考え方によって特徴付けられた包括的統合をまったく成し遂げることができず、成し遂げようと
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もしないほど、選択の圧力の下にある。」「一目見て、統合的総合学校も基礎学校と同じくらい障がいの

ある子どもの統合に立ち向かっていないということは、驚くべきことである。統合的総合学校は、確か

に、このことをギムナージウムや実科学校よりもはるかに多く行っているが、しかし選択ないし競争圧

力の下にある。」「したがって、障がいのある子どもの通常の学校制度への統合は、その展開のはじめに

あり、ドイツの学校制度の統合的前進の理論的枠組とみなされうる。」「たとえばハンブルク州において、

その間に、約20の総合学校で5学年から10学年における統合クラスが設置されたということは喜ばし

い。」「ザールラント州では、障がいのある子どもの統合的授業がおよそ20年前から一般に行われてい

る実践である。生徒は、基礎学校、総合学校および上級実科学校で支援され、一部はギムナージウムで

も支援される。」「ベルリーン州では、（基礎学校がここでは第1学年から第6学年まで含んでいる）30

年以上前から、統合クラスが存在している。先駆者は、ここでは、たとえば、ベルリーン・フリーデナ

ウにおけるフェミング基礎学校であった。そこで授業した統合クラスについて2005年9月にクラスの

生活のドキュメント・フィルムがドイツの映画館に来た。このフィルムは、まったく子どもの視点から

撮影された。」「バート・ハルツブルク（ニーダーザクセン州）においては、しかし、その間に、ヴェル

ナー・フォン・ジーメンス・ギムナージウムにおける統合クラスも存在し、そこでは4人の障がいのあ

る子どもが共通に普通のクラス連合において一緒に授業を受けている。この学校は、2007年に、雑誌

UNICUMの統合の領域における『年間最優秀学校（SchuledesJahres）』賞を受け取った。」70

おわりに

本稿では、基本法第3条第3項第2文の制定過程とそれに関連する最初の連邦憲法裁判所の判決に触

れ、ドイツにおける障がい者の特別支援教育についても見ることができた。が、ドイツにおいても、統

合教育、共通の授業などが各州の学校法で規定されているにもかかわらず、現在でもなお、障がい者の

特別支援学校への編入措置が、裁判で争われている。ニーダーザクセン州についていえば、1993年に

その学校法第4条で、「統合」が規定され、普通学校での統合クラスによる共通の授業が原則とされた

のであるが、例外としての特別支援学校への編入措置が行われているようである。ニーダーザクセン州

における特別支援教育の支援ニーズの判定手続については、州文部省の命令で定められていることに触

れたが、それをもう少し詳しく見ることや、その他の制度、たとえば移動サービス等については、今後

の課題としたい。

わが国における就学指導の問題も関係してくるが、特別支援学校のセンター的機能に関しても、人員、

予算の裏付けがなく、ドイツにおける問題と重なるものがある。最後に、よく引用されるリヒャルト・

フォン・ヴァイツェッカー元大統領の言葉を記しておこう。これは、1993年7月1日、障がい者のた

めの援助連邦事業団体会議の開会式での演説71の中の一文である。

「異なっているということは、ノーマルである（・Esistnormal,verschiedenzusein.・）。」

注

1 この間に採択された人権条約については、玉村公仁彦・中村尚子『障害者権利条約と教育』2008年、15頁以

下。日本弁護士連合会人権擁護委員会編『障害のある人の人権と差別禁止法』2002年、18頁以下。ここにとり

あげられるべき条約には、まず1966年の国際人権規約、A規約（「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際

規約」）、B規約（「市民的及び政治的権利に関する国際規約」）があり、個別的な差別の撤廃をめざした1965年

の人種差別撤廃条約、1979年の女性差別撤廃条約があり、特定の分野の差別の撤廃を目的とするものに、1958
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年ILO（国際労働機関）の雇用及び職業における差別に関する条約、1960年のユネスコ（国際連合教育科学文

化機関）の教育における差別の禁止に関する条約がある。さらに1989年の子どもの権利条約もあげられる。本

稿と関連する障がい者の分野においては、障がい者の「完全参加と平等」を求める流れにおいて、1971年の

「精神遅滞者権利宣言」、1975年の「障がい者権利宣言」、「完全参加と平等」をテーマとする1981年の国際障が

い者年の設定、1982年の「障がい者に関する世界行動計画」、1983年から国連「障がい者の10年」が始まり、

終了後の1993年には「障がい者の機会均等化に関する基準規則」が採択された。この間に世界にも大きな影響

を及ぼしたアメリカの1990年の「障がいをもつアメリカ人法（ADA）」が成立し、「障害に基づく差別の明確で

包括的な禁止を確立する」（斎藤明子訳『アメリカ障害者法（全訳・原文）』1991年、3頁）法律である。フラン

ス（1990年）、オーストラリア（1992年）、イギリス（1995年）でも障がい者差別禁止法が成立している。地域

的な取り組みとして、「アジア太平洋障がい者の10年」が「国連・障がい者の10年」を継続することで1993年

に始まり、これは現在第2期に入り、「新アジア太平洋障がい者の10年」（2003－2012年）が続けられている。

さらに、障がい者問題へのアプローチは、1999年の「障がいのある人に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関

する米州条約」の採択、同年のスウェーデンの「障がい者の労働生活における差別の禁止に関する法律」の成立、

2000年の欧州連合の「就業及び職業における平等待遇の実現のための一般的枠組みを定めるための理事会指令」

により障がいを理由とした雇用上の差別を禁止した（斎藤純子「ドイツにおけるEU平等待遇指令の国内法化と

一般平等待遇法の制定」『外国の立法』230（2006年）、93頁）。このような世界における障がい者の人権保障の

流れの中で、障がい者権利条約が結実していくのである。外務省の障害者権利条約採択の経緯には、「障害者問

題を巡る国際的な動き（年表）」、1950～2008年までのものが付されている。http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

jinken/shogaisha.html

2 内閣府共生社会政策統括室における詳細な調査研究が「条約の締結に向けて、国内法制度の整備等について検

討していくに当たり、海外における障害者の権利の保護等に係わる関係法制度の状況を調査、把握及び検証する」

ために行われた。2008年12月22日から2009年3月27までの調査期間で、その報告書「平成20年度障害者の社

会参加推進等に関する国際比較調査」が出されている。http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/h20kokusai/

index.html

3 MichaelSachs,DasGrundrechtderBehindertenausArt.3Abs.3Satz2GG,in:RechtderJugendunddes

Bildungswesens,1996,S.155.

4 A.a.O.,S.155.基本法第117条第1項「第3条第2項に反する法は、基本法のこの規定に適合するまでの間、

効力を継続する。ただし、遅くとも1953年3月31日までとする。」この規定にもかかわらず、両性の平等に反

する法が存続していたということである。

5 A.a.O.,S.155.1980年のフランクフルト地方裁判所の判決、いわゆる「フランクフルト障がい者判決」であ

る。NJW 1980,1169f.12年後には、同じ旅行不備の問題について障がい者の関わった、いわゆる「フレンスブ

ルク障がい者判決」があるが、両者の旅行業者へのディスカウントの宣告は、50％のフランクフルト障がい者判

決から10％のフレンスブルク障がい者判決へと軽減された。

6 A.a.O.,S.155f.この反差別立法は、「障がいをもつアメリカ人法（AmericanwithDisabilitiesAct＝ADA）」

である。「障がい者差別禁止法」として扱うものに、九州弁護士会連合会・大分県弁護士会『障害者の権利と法

的諸問題 障害者自立支援法を中心に』2008年、164頁以下。「これはアメリカにおける1973年のリハビリテー

ション法504条の差別禁止を連邦政府機関やその一定以上の補助金を受けている企業に限定せず、州や民間企業

にまで適用を拡大したものである。内容は、障害者への差別を禁止するというだけではなく、社会に対し公正・

平等な扱いを求める権利を具体化し、分野ごとに差別を類型化し、詳細な解釈規定を置き、救済措置も細かく規

定したものであった。リハビリテーション法では、リハビリが主であり、障害者の差別禁止が従であったものが、

ADA法では障害者差別禁止が主となった。ADA法は障害者にではなく、社会に対するリハビリを主目的とし

ているともいわれる。」

7 A.a.O.,S.156;Anm.17.草案での言及は、第23条第1項第2文：公共団体（Gemeinwesen）は「障がいを

配慮する」、第23条第2項「すべての市民は、…障がいの…結果に対する社会的保障を求める権利を有する」、

第25条第2項第2文「国家は、とくに障がい者に応じた（behindertengerecht）住宅の建設を助成する義務があ

る。」においてなされている。また、草案の第40条第1項は、「憲法がこのことを定めている限りでは」第三者
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効力の命令を有している（A.a.O.,S.156,Anm.18）。

8 A.a.O.,S.156f.

9 A.a.O.,S.157f.

10 GuntherJ・rgens,DieverfassungsrechtlicheStellungBehinderternach・nderungdesGrundgesetzes,in:Zeitschrift

f・rSozialhilfeundSozialgesetzbuch（ZfSH/SGB）,Juli1995,Heft7,S.353ff.

11 A.a.O.（Anm.3）,S.158ff.

12 DieterC.Umbach,Art.3III2,in:DieterC.Umbach,ThomasClemens（Hrsg.）,GrundgesetzMit-

arbeiterkommentarundHandbuch,Bd.I,2002,S.341,Rdnr.372.

13 A.a.O.,Rdnr.373.しかし、ここでは、ノルトライン・ヴェストファーレン州憲法第4条第1項が誤って掲

げられている。VerfassungenderdeutschenBundesl・nder,8.Aufl.,2005,Beck-Texteimdtv,Stand1.November

2004.;BaW・VerfArt.2a［GleichstellungBehinderter］・NiemanddarfwegenseinerBehinderungbenachteiligt

werden.・;BayVerfArt.118a［Gleichstellung Behinderter］ ・Menschen mitBehinderungen d・rfen nicht

benachteiligtwerden.DerStaatsetztsichf・rgleichwertigeLebensbedingungenvonMenschenmitundohne

Behinderungein.・;BerlVerfArt.11［GleichstellungBehinderter］・MenschenmitBehinderungend・rfennicht

benachteiligtwerden.DasLandistverpflichtet,f・rdiegleichwertigenLebensbedingungenvonMenschenmitund

ohneBehinderungzusorgen.・;BbgVerfArt.12［Gleichheit］Abs.2・NiemanddarfwegenseinerRasse,

Abstammung,Nationalit・t,Sprache,seinesGeschlechts,seinersexuellenIdentit・t,seinersozialenHerkunftoder

Stellung,seinerBehinderung,seinerreligi・sen,weltanschaulichenoderpolitischen・berzeugungbevorzugtoder

banachteiligtwerden.・,Art.45［SozialeSicherung］Abs.1・DasLandistverpflichtet,imRahmenseinerKr・fte

f・rdieVerwirklichungdesRechtsaufsozialeSicherungbeiKrankheit,Unfall,Invalidit・t,Behinderung,

Pflegebed・rftigkeitundimAlterzusorgen.SozialeSicherungsolleinemenschenw・rdigeundeigenverantwortliche

Lebensgestaltungerm・glichen.・,Abs.3・ErrichtungundUnterhaltungvonEinrichtungenf・rdieBeratung,

BetreuungundPflegeimAlter,beiKrankheit,Behinderung,Invalidit・tundPflegebed・rftigkeitsowief・randere

sozialeundkaritativeZweckesindstaatlichzufordern,unabh・ngigvonihrerTr・gerschaft.InHeimenstehenden

BewohnernMitentscheidungsrechtezu.・;BremVerfArt.2［Gleichheit］Abs.3・Niemanddarfwegenseiner

Behinderungbenachteiligtwerden.MenschenmitBehinderungstehenunterdembesonderenSchutzdesStaates.

DerStaatf・rdertihregleichwertigeTeilnahmeamLebeninderGemeinschaftundwirktaufdieBerechtigung

bestehenderNachteilehin.・;M-VVerfArt.17［Arbeit,WirtschaftundSoziales］Abs.2・Land,Gemeindenund

Kreisegew・hrenaltenundbehindertenMenschenbesonderenSchutz.SozialeHilfeundF・rsorgedienendemZiel,

dasLebengleichberechtigtundeigenverantwortlichzugestalten.・;NdsVerfArt3［Grundrechte］Abs.3Satz2

・NiemanddarfwegenseinerBehinderungbenachteiligtwerden.・RhPfVerfArt.64［Behinderte］・DasLand,die

GemeindenundGemeindeverb・ndesch・tzenbehinderteMenschenvorBenachteiligungundwirkenaufihre

IntegrationunddieGleichwertigkeitihrerLebensbedingungenhin.・;SaarlVerfArt.12［Gleichheit］Abs.4

・NiemanddarfwegenseinerBehinderungbenachteiligtwerden.・;S・chsVerfArt.7［Menschenw・rde,Alte,Behin-

derte］Abs.2・DasLandbekenntsichzurVerpflichtungderGemeinschaft,alteundbehinderteMenschenzu

unterst・tzenundaufdieGleichwertigkeitihrerLebensbedingungenhinzuwirken.・;VerfLSA Art.38［・lere

Menschen,MenschenmitBehinderung］・・ltereMenschenundMenschenmitBehinderungstehenunterdem

besonderenSchutzdesLandes.DasLandf・rdertihregleichwertigeTeilnahmeamLebeninderGemeinschaft.・;

Th・rVerfArt2［Gleichheit］Abs.4・MenschenmitBehinderungstehenunterdem besonderenSchutzdes

Freistaats.DasLandundseineGebietsk・rperschaftenf・rdernihregleichwertigeTeilnahmeam Lebeninder

Gemeinschaft.・

14 DieterC.Umbach,a.a.O.（注12）,S.342,Rdnr.374.

15 Abs.3・TheStateshallcareforthehealthofcitizensandshalladoptspecialmeasuresfortheprotectionofyouth,

oldage,disabilityandforthereliefoftheneedy.・（http://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&sl=en&tl=ja&u=

http%3A%2F%2Fwww.hri.org%2FMFA%2Fsyntagma%2F&anno=2）;・（3）TheStateshallbeconcernedwiththe

healthofthecitizensandshalltakespecialmeasuresfortheprotectionofyouth,oldage,cripples,andthosewho
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aredestitute.・（http://www.cecl.gr/RigasNetwork/databank/Constitutions/Greece.html）.Abs.2・Familieswith

manychildren,disabledwarandpeace-timeveterans,warvictims,widowsandorphans,aswellaspersonssuffering

fromincurablebodilyormentalailmentsareentitledtothespecialcareoftheState.・（http://www.hri.org/docs/

syntagma/artcl25.html#A21）．ここでは、「不治の身体的・知的疾病にかかっている人」に対する国家の特別の

配慮が規定されている。GuntherJ・rgens,a.a.O.（注10）,S.353.

16 Art.71（Disabledcitizens）Abs.1・Citizenswithphysicalormentaldisabilitiesshallfullyenjoytherightsand

shallbesubjecttothedutiesenshrinedinthisConstitution,savetheexerciseorfulfillmentofthoseforwhichtheir

condition rendersthem unfit.・（http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/conteudo/files/constituicaoingles.pdf）.

GuntherJ・rgens,a.a.O.（注10）,S.353では、「第1項で、身体的及び知的に障害のある市民は、原則的に憲

法の規定されたすべての権利と義務を有することを明示的に認め、第2項では、国家が障がい者の配慮及び取扱、

リハビリテーション及び社会復帰の政策を追求することを義務付けられる」と指摘される。

17 Art.49（Handicapped）・Thepublicauthoritiesshallimplementapolicyofprevention,treatment,rehabilitation,

andintegrationofthosewhoarephysically,sensorially,ormentallyhandicapped,whoshallbegiventhespecial

attentionwhichtheyrequireandbeaffordedspecialprotectionfortheenjoymentoftherightswhichthisTitle

grantstoallcitizens.・（http://www.servat.unibe.ch/icl/sp00000_.html）.

18 Art.47・Thestatewillpromoteapolicyofplanning,rehabilitation,andsocialintegrationforthosewhoare

physically,emotionally,orpsychologicallyhandicappedandwillprovidethespecializedattentionthatthey

need.・（http://confinder.richmond.edu/admin/docs/colombia_const2.pdf）.

19 Art.15Abs.1・Everyindividualisequalbeforeandunderthelawandhastherighttotheequalprotectionand

equalbenefitofthelawwithoutdiscriminationand,inparticular,withoutdiscriminationbasedonrace,nationalor

ethnicorigin,colour,religion,sex,ageormentalorphysicaldisability.・

Abs.2・Subsection（1）doesnotprecludeanylaw,programoractivitythathasasitsobjecttheameliorationof

conditionsofdisadvantagedindividualsorgroupsincludingthosethataredisadvantagedbecauseofrace,national

orethnicorigin,colour,religion,sex,ageormentalorphysicaldisability.・（http://laws.justice.gc.ca/eng/Const/9.

html#anchorsc:7-bo-ga:l_I-gb:s_15）.GuntherJ・rgens,a.a.O.（注10）,S.354では、「1982年の新カナダ憲法は、

基本権憲章第15条第1項において、一般的平等原則のほかに、とりわけ知的または身体的障がいに基づくすべ

ての差別の禁止を含んでおり、その場合に障がい者の生活条件の改善を目的とする措置は、差別禁止と矛盾しな

い。」と述べている。

20 GuntherJ・gens,a.a.O.（注10）,S.354.

21 BVerfG,1BvR 9/97vom 8.10.1997,Absatz-Nr.1.（http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs19971008_1bvr

000997.html）.BVerfGE96,288-IntegrativeBeschulung（http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv096288.html）ここ

でも、判決文を見ることができる。Beschlu・desErstenSenatsvom8.Oktober1997-1BvR9/97-.

22 BVerfGE96,288-IntegrativeBeschulung（http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv096288.html）.

23 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.15.

24 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.16.

25 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.17.

26 この間の経緯については、別稿で扱う予定である。

27 HansEberwein,Vorbemerkungen（http://www.gew-berlin.de/2089.htm）,1988,S.3ff.

28 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.49.

29 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.50f.

30 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.52.

31 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.54.

32 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.55f.

33 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.57.

34 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.58.

35 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.59.

ドイツ基本法第3条第3項第2文について

―105―



36 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.60.

37 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.61.

38 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.61f.

39 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.63.

40 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.63.

41 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.65.

42 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.66f.

43 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.67.

44 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.73.

45 HansEberwein,a.a.O.（27）,S.1.これは、1998年 10月に、教員組合ベルリーン州連盟（Gewerkschaft,

ErziehungundWissenschaft,LandesverbandBerlin）のURL、Informationに掲載されたものである。以下の本

文は、この序論による。

46この部分は、社会国家原理（基本法第20条第1項）との関連で論じられる。また、防御権としての基本権と

配分請求権としての基本権の関係でも問題とされる。たとえば、PeterMrozynski,JuristischeAnmerkungenzum

erstenUrteildesBundesverfassungsgerichtszurAuslegungdesBenachteiligungsverbotes,in:Gemeinsamleben-

Zeitschriftf・rErziehung（1-1998）（http://bidok.uibk.ac.at/library/gl1-98-benachtei-ligung.html）.なお、先に見

た判決文の⑦と⑯が関係している。

47 BehindertenverbandInteressenvertretung・SelbstbestimmtLeben・Deutschlande.V.-ISLKassel,den29.Oktober

1997.Presseerkl・rung.BreiteEmpoerung gegen dasVerfassungsgerichtsurteilzurschulischen Integration

Behinderter,in:ArbeitsgemeinschaftderHauptschwerbehindertenvertretungenundSchwerbehindertenvertretun-

genderoberstenLandesbeh・rdenNordrhein-Westfalen（AGSVNRW）,ReaktionaufdasUrteilzurIntegrativen

Schule.（http://www.agsv.nrw.de/recht/urteile/ReaktUrteilIntegratSchule.html）.

48 1997/EinedasGrundrechtverletzendeAussonderung.EIFERzum BeschlussdesBVerfG vom 08.10.1997

（http://www.k1-mediendesign.de/eifer/druckversion.php?kat=8&id=219）.EIFER=ElterninitiativezurIntegration

undF・rderungentwicklungsverz・gerterKinder.

49 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.9-14.ニーダーザクセン州学校法は、http://www.schure.de/

nschg/nschg/nschg.htm 及びhttp://www.herbartgymnasium.de/angebot/vlap/recht/nschg.pdfにある。連邦憲法裁

判所の決定後、1998年3月3日の改正法律が発効している。

50 BVerfG,1BvR9/97vom 8.10.1997,Absatz-Nr.9.しかし、改正法律では、・Sch・lerinnenundSch・ler,die

einersonderp・dagogischenF・rderungbed・rfen（§ 14Abs.1Satz1）,sollenanallenSchulengemeinsam mit

anderenSch・lerinnenundSch・lernerzogenundunterrichtetwerden,wennaufdieseWeisedem individuellen

F・rderbedarfderSch・lerinnenundSch・lerentsprochenwerdenkannundsoweitesdieorganisatorischen,

personellenunds・chlichenGegebenheitenerlauben.・（http://www.schure.de/nschg/nschg/nschg1.htm）であり、

第2項ではなくて、第1項の変更であるが、内容は同じである。

51 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.10.改正法では、第5条は、・alsallgemeinbildendeSchulen:

a）dieGrundschule,b）dieHauptschule,c）dieRealschule,d）dasGymnasium,e）dieGesamtschule,f）das

Abendgymnasium,g）dasKolleg,h）dieF・rderschule・となっており、判決引用の「i）Sonderschule」が

「h）F・rderschule」に改められた。

52 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.11.改正法では、第14条の表題が特別学校（Sonderschule）

から特別支援学校（F・rderschule）に変更され、条文も ・（1）1InderF・rderschulewerdenSch・lerinnenund

Sch・lerunterrichtetunderzogen,dieinihrenEntwicklungs-,Lern-undBildungsm・glichkeitensoeingeschr・nkt

sind,dasssiesonderp・dagogischeF・rderungben・tigenunddiesenicht（gem・・§ 4）ineinerSchuleeineranderen

Schulformerhaltenk・nnen.2Sonderp・dagogischerF・rderbedarfkanninfolgendenBereichenfestgestelltwerden:

Lernen,emotionaleund sozialeEntwicklung,Sprache,geistigeEntwicklung,motorischeund k・rperliche

Entwicklung,SehenundH・ren.3AnderF・rderschulek・nnenAbschl・ssederallgemeinbildendenSchulen

erworbenwerden.（2）InderF・rderschulek・nnenSch・lerinnenundSch・lerallerSchuljahrg・ngeunterrichtet
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werden.（3）IneinerF・rderschulek・nnenSch・lerinnenundSch・lermitunterschiedlichenBeeintr・chtigungenauch

gemeinsamunterrichtetwerden,wenndadurcheinebessereF・rderungzuerwartenist.（4）DieF・rderschuleist

zugleichSonderp・dagogischesF・rderzentrum f・rUnterrichtundErziehungvonSch・lerinnenundSch・lern

mitsonderp・dagogischem F・rderbedarf,dieandereSchulenbesuchen.DasSonderp・dagogischeF・rderzentrum

unterst・tztdieschulischeIntegrationvonSch・lerinnenundSch・lernmitF・rderbedarf.・となっている。

53BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.12.本文の第4項、第5項が改正法ではそれぞれ第3項、第4

項になっている。・（3）Im1.bis10.SchuljahrgangderallgemeinbildendenSchulenk・nnenIntegrationsklassen

eingerichtetwerden,indenenSch・lerinnenundSch・ler,dieeinersonderp・dagogischenF・rderungbed・rfen（§ 14

Abs.1Satz1）,gemeinsam mitanderenSch・lerinnenundSch・lernunterrichtetwerdenundindenendie

LeistungsanforderungenderunterschiedlichenLernf・higkeitderSch・lerinnenundSch・lerentsprechen.（4）1Eine

besondereOrganisationnachdenAbs・tzen1bis3bedarfderGenehmigungderSchulbeh・rde.2DieGenehmigung

wirdaufAntragdesSchultr・gersoderderSchuleoderdesSchulelternratserteilt,wenneingeeignetesp・dagogisches

Konzeptvorliegtunddieorganisatorischen,personellenunds・chlichenVoraussetzungengeschaffensind.3Ein

AntragderSchulekannnurimEinvernehmenmitdemSchultr・gergestelltwerden.・

54 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.13.この規定も第14条の改正に伴う部分の改正だけで、規定

内容は同じである。 ・（1）1Sch・lerinnenundSch・lermiteinemsonderp・dagogischenF・rderbedarf（§ 14Abs.1

Satz1）sindzumBesuchderf・rsiegeeignetenF・rderschuleverpflichtet.2EineVerpflichtungzumBesuchder

F・rderschulebestehtnicht,wenndienotwendigeF・rderungineinerSchuleeineranderenSchulformgew・hrleistet

ist.（2）1DieSchulbeh・rdeentscheidet,obdieVerpflichtungnachAbsatz1bestehtundwelcheSchulezubesuchen

ist.2DieSchulbeh・rdekannmitZustimmungderErziehungsberechtigtenauchentscheiden,dassSch・lerinnenund

Sch・lermitgeistigenBehinderungeneineanerkannteTagesbildungsst・ttezubesuchenhaben,wennderTr・gerder

Tagesbildungsst・ttezugestimmthat.・

55 BVerfG,1BvR9/97vom8.10.1997,Absatz-Nr.14.PeterWachtel,DieFeststellungeinesSonderp・dagogischen

F・rderbedarfs.VonderSonderschulebed・rftigkeitzum Sonderp・dagogischenF・rderbedarf.（http://www.nibis.

de/~infosos/foerderbedarf-entwicklung.htm）によれば、この特別支援教育の支援に関する命令は、学校改革や学

校監督局の解散、教育庁と学校との役割分担の新規定による改正が必要となり、1997年11月1日に特別支援教

育の支援ニーズの確定についての命令によって引き継がれた。

56 2008/WaswirdElternzugemutet?EIFER-BeitragzurFachkonferenzderBildungsregionG・ttingen.Am5.3.

2008zumStandgemeinsamerUnterrichtungbehinderterundnichtbehinderterKinderinderSEKI:（http://www.

k1-mediendesign.de/eifer/cms.php?new_kat=8&artikel_id=none&PHPSESSID=f4029632e8637e734d85d17585bfbaa7）

57 A.a.O.（注56）

58 A.a.O.（注56）

59 EIFER-Beitrag,1997/IntegrationhatZukunft?!StandundPerspektivenschulischerIntegrationinNiedersachsen.

（http://www.k1-mediendesign.de/eifer/cms.php?new_kat=8&artikel_id=69）;NJW 1997,S.1063：「基本法第3条第

3項第2文に照らして、このような原則例外関係から、法適用者に対しては、法律上の原則から逸脱しようとす

るならば、より高度の理由づけの義務が結果として生じる。」と述べている。

60 AnnegretK・nig,Helmut-Joachim K・nig,WirkungundBedeutungdesBundesverfassungsgerichtsbeschlusses

vom08.10.1997-BvR9/97f・rElternundElterninitiativengegenAussonderung,Gemeinsamleben-Zeitschrift

f・rintegrativeErziehung（1/1998）,（http://bidok.uibk.ac.at/library/gl1-98-wirkung.html）.

61 A.a.O.（注60）

62 http://de.wikipedia.org/wiki/Schulische_Integration

63 A.a.O.（注62）

64 A.a.O.（注62）

65 GemeinsamerUnterrichtinNiedersachsen.EntwicklungundHindernisse.（http://www.k1-mediendesign.de/eifer/

cms.php?new_kat=35&artikel_id=59）

66 A.a.O.（注62）
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67 A.a.O.（注65）

68 A.a.O.（注65）

69 A.a.O.（注65）

70 A.a.O.（注65）

71 http://www.bundespraesident.de/Reden-und-Interviews/Reden-Richard-von-Weizsaecker-,12166.650868/Ansprache-

von-Bundespraesident.htm?global.back=/Reden-und-Interviews/-%2C12166%2C0/Reden-Richard-von-Weizsaecker.

htm%3Flink%3Dbpr_liste.この引用文に関連して、これはあてはまらず、「ニーダーザクセン州においては、障

がいのある生徒にとって次の意見があてはまる。すなわち、違っていることは、事例の98％、ノーマルな教育

へのアクセスを不可能にする。」 vgl.A.a.O.（注56）

手 塚 和 男
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